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１．国立駅南口駅前広場

○前回の第7回まちづくり会議では、以下の２つの検討案を提示した。（次ページの
図を参照）
Ａ案：東西対称の形状を維持する現状踏襲型の案
Ｂ案：まとまった歩行者空間の確保、円形公園との直接的なアクセスを重視し、
交通機能を西側に、歩行者空間を東側に寄せて配置する案

○国立駅南口駅前広場の計画については、まちづくり会議での議論を踏まえ、国
立市が方針を打ち出すこととされた。

○これを受け、9月の市議会において、市長よりＡ案による計画の具体化について
表明された。

○事務局では、この方針に基づき、また次項に示す関係者との協議を踏まえなが
らＡ案を基本とする計画について検討を進めた。

Ⅰ 第７回国立駅周辺まちづくり会議以降の経過について



参考：第7回まちづくり会議における国立駅南口駅前広場計画案

Ａ案 Ｂ案
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Ⅰ 第７回国立駅周辺まちづくり会議以降の経過について
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２．関係者との協議

○10月に国立駅南口駅前広場の土地を所有する株式会社プリンスホテルに対し
て、まちづくりに関する協力を副市長より要請したところ、これまで通り全面的に
協力するとの回答をいただいた。

Ⅰ 第７回国立駅周辺まちづくり会議以降の経過について

１）駅前広場地権者との協議

○旧駅舎の復原、高架下利用等について、ＪＲ東日本とは継続的に協議を行って
いる。

○11月にはＪＲ東日本グループによる中央線ラインモールの考え方に基づきなが
ら、国立市のまちづくりに協力していく考えについて改めて報告いただいた。

○現在は、旧駅舎の復原用地の確保、高架下施設（行政施設、駐輪場）の整備に
ついて詳細な協議を継続している。

２）鉄道事業者との協議
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○駅前広場の計画検討にあたっての条件を詰めるため、バス事業者、タクシー事
業者との協議を行ってきたところであり、基本的な計画条件については、概ねす
り合わせができている状況に至った。

○前回まちづくり会議までに検討してきたショットガン方式（＊）でのタクシープール
の確保についての運用面での課題が提示され、計画検討に反映した。

＊駅前広場外にタクシープールの一部を確保し、そこから駅前広場内のタクシー
プールやタクシー乗り場に送り出す方式

Ⅰ 第７回国立駅周辺まちづくり会議以降の経過について

３）交通事業者との協議
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３．高架下行政施設

○国立駅の東側に配置される高架下行政施設については、まち育て検討部会で
の議論を踏まえて検討を進め、前回まちづくり会議でも報告されたところである。

○その後、国立市において配置する施設内容について具体化を進めており、窓口
機能等を充実させる規模で整備する方向である。

○現在、これまでの検討成果を基本としつつ、新たな機能条件を踏まえた計画案
を検討中である。

Ⅰ 第７回国立駅周辺まちづくり会議以降の経過について

４．南口公共施設等用地

○南口公共施設等用地の利活用については、国立市の財政負担をできるだけ小
さくすることを基本的な考え方としている。

○用地の利活用にあたっては、ＰＦＩ等による民間資金を活用した事業を想定して
おり、市場調査を含めた事業成立性の調査を行っているところである。
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１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

① 賑わい、憩い等の拠点となる歩行者空間をどのように確保すべきか。

＊歩行者空間の確保には様々な制約がある中で、活用イメージ、円形公園との関係を展望
しつつ、どのような空間確保が望ましいか、まちの運営と併せて整理する必要がある。

② 円形公園をどのように扱うべきか。

＊存置、再整備、立ち入りの許容、日常・非日常の活用等、整備、活用のあり方について一
定の方向性を見出す必要がある。

③ 交通環境の改善をどのように捉えるべきか。

＊交通環境の改善等を目指した場合、駅前広場に関係する交通流動をどのようにコントロー
ルし、そのためにどのような施設整備、交通規制を行うべきかを整理しておく必要がある。

Ⅱ 検討状況

1）検討にあたっての論点
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１．広場空間の考え方

○ 円形交差点（ロータリー形状）の維持、自動車機能の確保を前
提とし、旧駅舎用地を中心とする空間を広場的に活用する。

○ 駅舎前面の歩道を幅員10ｍ程度まで拡幅可能であり、隣接
敷地と合わせて約1,500㎡の空間となる。

○ 東西の歩道については、東側歩道が約２ｍ広くなるが、ほぼ
現状維持となる。

２．円形公園の活用の考え方

○ 立ち入り、活用は想定しない。

３．交通環境の改善の考え方

○ 東1号線は西向き一方通行化する。

○ 自動車交通の主動線を円形公園の周囲に設定する。

○ 駅前広場内を移動する公共交通はこの主動線の外側（歩道
側）を利用することにより通過交通と分離する。

○ タクシープールは全て駅前広場内に配置する（現状と同じ乗
車、プール計16台を確保）。

○ 大学通り側に荷捌等に利用できるスペースを位置づける。

案１：現状踏襲案

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

Ⅱ 検討状況

２）南口駅前広場計画案
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案１：現状踏襲案の主な自動車動線

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

Ⅱ 検討状況
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案１：現状踏襲案の整備イメージ

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

Ⅱ 検討状況
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案２：円形公園活用案

１．広場空間の考え方

○ 旧駅舎を中心とする広場空間の確保に加え、円形公園及び
その周辺で構成する広場空間を設ける。

○ 駅舎前面の歩道が案1に対して約2.5ｍ狭くなり、約7.5ｍとな
る。

○ 円形公園の周囲に歩行者空間を確保する。

２．円形公園の活用の考え方

○ 円形公園の周囲に配置した歩行者空間は決して豊かではな
いため、活用を前提とした場合、園路の整備、ベンチの配置等、
円形公園の再整備を行う。

３．交通環境の改善の考え方

○ 東1号線は西向き一方通行化する。

○ 駅前広場内への通過交通の進入を抑制するため、大学通り
接続部をＴ字形状の交差点とする。

○ 交差点内にはバス機能等を配置できないため、バス機能は東
側に集約する。

○ タクシープールは全て駅前広場内に配置する（現状と同じ乗
車、プール計16台を確保）。

Ⅱ 検討状況

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地
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案２：円形公園活用案の主な自動車動線

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

Ⅱ 検討状況
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案２：円形公園活用案の整備イメージ

Ⅱ 検討状況

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地
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案３：通過交通抑制案

１．広場空間の考え方

○ 旧駅舎を中心とする広場空間の確保に加え、東西の歩道を拡
幅する考え方であり、案2で円形公園の周囲に配した歩行者空
間を歩道に振った形となる。

○ 駅舎前面の歩道幅員は案2と同程度となり、約7.5ｍとなる。

２．円形公園の活用の考え方

○ 立ち入り、活用は想定しない。

３．交通環境の改善の考え方

○ 東1号線は西向き一方通行化する。

○ 駅前広場内への通過交通の進入を抑制するため、大学通り
接続部をＴ字形状の交差点とする。

○ 交差点内にはバス機能等を配置できないため、バス機能は東
側に集約することとなる。

○ タクシープールは全て駅前広場内に配置する（現状と同じ乗
車、プール計16台を確保）。

Ⅱ 検討状況

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地
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案３：通過交通抑制案の主な自動車動線

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

Ⅱ 検討状況
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案３：通過交通抑制案の整備イメージ

Ⅱ 検討状況

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地
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１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

案１（現状踏襲案）

案２（円形公園活用案）

○ 現状を踏襲できる（歴史的な駅前広場形状の維持。円形公園の姿の保全）
○ 駅前広場内の歩道の拡幅が可能である（駅舎前面約6.5ｍ拡幅、東側歩道約2ｍ拡幅）
○ 駅前広場の利用方法に大きな変化がない
○ 旧駅舎の位置に関する条件がやや優位である（前面歩道幅が広いため）
▲ 日常的な円形公園の活用はできない。
▲ 大規模なイベント等を開催する際には、交通規制等を行う必要がある（多頻度は不可能）
▲ 大学通り交差点の交通の錯綜の問題は解決できない

○ 円形公園と周囲の歩行者空間の整備により、駅舎前面以外にも広場的空間を確保可能である
○ 円形公園の再整備を行えば、日常的な賑わい利用できる可能性がある
○ 通過交通が進入しないため、駅前広場内の交通量が抑制できる（現況の４割程度となる）。交通安全

面の向上が期待できる
○ 日常的に円形公園に近づけるという、かつての姿に近い状況を再現できる可能性がある
▲ 駅舎前面の歩道の拡幅幅は大きくない（約4ｍの拡幅に止まる）。また東西歩道は殆ど拡幅できない
▲ 大学通り入口部をＴ字交差とするため、信号設置が必要となる（旭通り、富士見通り入口と一体制御）。

それに伴い信号待ち交通による渋滞の発生が懸念される
▲ 朝夕は円形公園への歩行者が絶えない状態となり、駅前広場の交通渋滞を招く可能性（歩行者交通

を時間帯で制御することは困難）
▲ バス乗車バースの配置に課題がある（出入口交差点との距離が近い）
▲ 信号の設置伴い、大学通りから円形公園、旧駅舎への景観面の課題が懸念される。

３）検討案の特徴

Ⅱ 検討状況
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１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地

案３：通過交通抑制案

○ 現状を踏襲できる（歴史的な駅前広場形状の維持。円形公園の姿の保全）
○ 通過交通が進入しないため、駅前広場内の交通量が抑制できる（現況の４割程度となる）。交通安全

面の向上が期待できる
○ 東西歩道の拡幅が可能である（約3ｍずつ拡幅）
○ 駅前広場の利用方法に大きな変化がない
▲ 駅舎前面の歩道の拡幅幅は大きくない（約4ｍの拡幅に止まる）。
▲ 大学通り入口部をＴ字交差とするため、信号設置が必要である（旭通り、富士見通り入口と一体制御）。

その結果信号待ち交通による渋滞の発生が懸念される
▲ 大規模なイベント等を開催する際には、交通規制等を行う必要がある（多頻度は不可能）
▲ 円形公園南側に余剰空間が生じるが、景観面を考慮すると、交通機能配置等は難しい。
▲ バス乗車バースの配置に課題がある（出入口交差点との距離が近い）
▲ 信号の設置伴い、大学通りから円形公園、旧駅舎への景観面の課題が懸念される。

Ⅱ 検討状況

３）検討案の特徴
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４）南口駅前広場等の活用について

○３つの計画案を検討したが、まちづくり基本計画に位置づけられた賑わいの拠点としての考え方につい
ては、さらなる検討の余地がある。

○現在の計画案では、露天、出店等の配置は可能であり、通行者向けサービス等は可能と考えられるが、
以下のような理由からステージを設けた集客イベント、数百人規模を集める販売イベント等を実施するこ
とはできない。
－旧駅舎周辺ではまとまった規模の空間を確保できない。
－駅利用者等の通行ルートを確保することも必要

○円形公園及び周囲に設けた歩行者空間を多様に活用する場合は、円形公園の姿を大きく改変する必
要がある。

① 国立駅南口駅前広場においては、日常的に多様な活用、集客を目的としたまと
まった空間を確保することはであると考えられる。

② イベント時等に自動車空間も含めて活用できる方法を検討しておくべきではないか。

○大規模なイベントを行う際には、歩車道を一体的に広場的な空間として活用できるような施設整備を進
めておくことが適切ではないか。（歩車道の高さ、舗装、可動式路上設置物等）

○施設整備と併せて“施設の運営”についても議論を深めることが必要である。
○まち育て検討部会が継続して開催される予定であり、活用目的、利用方法、運用体制、管理形態等、整

備後の運営手法まで検討することが期待される。

Ⅱ 検討状況

１．国立駅南口駅前広場・旧駅舎復原用地
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Ⅱ 検討状況

参考
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Ⅱ 検討状況

参考
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